
自家用燃料供給施設整備支援事業助成金について（追加募集）
公益社団法人全日本トラック協会

１．事業の趣旨

安定的な燃料確保に取り組む会員事業者、会員事業者を主軸とするトラック運送

事業協同組合及びトラッ ク運送事業協同組合連合会が、自家用燃料供給施設の新設

もしくは増設等を行う場合に、その費用の一部を支援するもの。

２．主な助成要件

軽油専用タンクの設置（１，０００リットル以上）を伴う自家用燃料供給施設の

新設もしくは増設等を行い、令和６年４月１日～令和７年２月２８日までに市町村

（各市町村地区消防組合等）より危険物取扱所の完成検査済証の交付を受け、当該

設備の支払を完了（支払完了には、割賦販売契約により導入した場合を含む。）す

るもの。

３．助成対象者

会員事業者・会員を主軸とする協同組合・連合会

※交付申請は年度内１施設限りとする。

※過去（平成２０～２６年度及び平成２８～令和５年度）に全ト協から同事業に

よる助成金の交付を受けた会員事業者、協同組合、連合会は、助成対象外とす

る。

※会員事業者の株式を50％超保有する持株会社を含む。但し、対象となる施設は

当該持株会社傘下の会員事業者が使用するものに限る。

４．助成金額

軽油専用タンクの新設 上限１００万円

軽油専用タンク増設、増設を伴う代替え 上限 ３０万円

※ただし、公募期間内に申請金額が予算総額を超過した際は、１件あたりの助成

金額を減額する場合がある。

５．助成金予算 ５，０００万円

６．申請受付期間及び交付決定通知（予定）日

申請受付 令和６年１２月５日～令和６年１２月２７日

交付決定 令和７年１月３１日

７．交付申請及び実績報告

交付申請 公募期間内に、助成金申請書に必要書類（別紙１のとおり）を添付し

岡ト協へ提出。なお、持株会社が本助成金の交付を受けようとすると

きは、「自認書（持株会社用）」も添えて提出。

実績報告 設備完成後、実績報告に必要な書類（別紙１のとおり）を添付し、

令和７年２月２８日までに岡ト協へ提出。


